
政
令
第
四
十
号

電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ニ
、
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第

百
六
十
九
条
及
び
第
百
七
十
四
条
第
一
項
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
五
十
条
の
二
第
二
項
及
び

第
百
七
十
五
条
並
び
に
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
電
気
通
信
役
務
を
定
め
る
も
の
を
除
き

、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
」

を
「
媒
介
等
業
務
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契



約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
」
を
「
媒
介
等
業
務
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一

条
と
す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
代
理
」
の
下
に
「
の
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第

三
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
二
条
ず
つ

繰
り
下
げ
る
。

第
一
条
中
「
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
殊
の
関
係
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係

は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。

一

当
該
法
人
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
の
関
連
会
社
等
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
が
当
該
法
人
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
と
の
間
に
前
号
に
掲
げ
る
関
係

が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
関
連
会
社
等
で
あ
る
こ
と
。



三

当
該
法
人
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
を
子
会
社
等
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条

第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
法
人
の
関
連
会
社
等
（
当
該
電
気
通

信
事
業
者
た
る
法
人
と
の
間
に
前
二
号
に
掲
げ
る
関
係
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
「
関
連
会
社
等
」
と
は
、
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が

出
資
、
取
締
役
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
役
職
へ
の
当
該
会
社
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
で

あ
つ
た
者
の
就
任
、
融
資
、
債
務
の
保
証
若
し
く
は
担
保
の
提
供
、
技
術
の
提
供
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
取
引

等
を
通
じ
て
、
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
会
社
等

（
子
会
社
等
を
除
く
。
）
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
二
条

電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的



方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
利
用
者
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承

諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
一
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
八
条
関
係
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
中
八
の
項
を
九
の
項
と
し
、
一
の
項
か
ら
七
の

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
に
一
の
項
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
五
、
〇
〇
〇
円

別
表
第
二
の
備
考
中
「
六
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
る
。

（
放
送
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。



第
七
条
第
一
項
中
「
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
の
下
に
「
、
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
法
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
媒

介
等
業
務
受
託
者
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

ニ
中
「
同
項
に
規
定
す
る
国
内
受
信
者
（
以
下
「
国
内
受
信
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
国
内
受
信
者
」
に
、
「
並
び
に
」
を

「
、
法
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提

供
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
、
法
第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の

解
除
に
関
す
る
事
項
、
」
に
改
め
、
「
処
理
に
関
す
る
事
項
」
の
下
に
「
、
法
第
百
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
し
て
は

な
ら
な
い
行
為
に
関
す
る
事
項
並
び
に
法
第
百
五
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送

の
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

媒
介
等
業
務
受
託
者

法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概

要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
及
び
法
第
百
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
に
関
す
る
事
項

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
七
条

有
料
放
送
事
業
者
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
事
業
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
は
、
法
第
百
五
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
内
受
信
者
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
受
信
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
法
第
百
五
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
有
料
放
送
事
業
者
は
、
当
該
国
内
受
信
者
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
国
内
受
信
者
に
対
し
、
法
第
百
五
十
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
国
内
受
信
者
が
再
び
前
項
の

規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
波
法
関
係
手
数
料
令
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。



一

電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
第
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項

二

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政

令
第
三
百
五
十
五
号
）
第
九
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
五
号
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
号
ロ

」
に
改
め
る
。

（
消
費
者
契
約
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

消
費
者
契
約
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。九

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
一
条
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
四
条
第
四
号
及
び
第
五
条
第
六
号
」
を
「
第
六
条
第
四
号
及
び
第
七
条
第
六
号
」
に
改
め

る
。



理

由

電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。


